
 

《１０月の行事予定》   

1 火  
６年視力検査   SC 相談日      

教育実習開始  

2 水  
４年消防署見学  ６年視力検査  

分団別班長会 A 

3 木  ５年視力検査   分団別班長会 B 

4 金  ５年視力検査   分団別班長会 C 

5 土  〔ドラゴンキッズ〕 

6 日   

7 月  
運動会係活動－5.6 年 6 校時  

４年視力検査   代表委員会  

8 火  ４年視力検査  

9 水  ３年視力検査  

10 木  
２年校外学習－京都水族館  

３年視力検査  

11 金  ２年視力検査  

12 土   

13 日  〔学区民運動会〕 

14 月  体育の日  

15 火  SC 相談日  ２年視力検査  

16 水  
１年視力検査   

運動会全体練習② 

17 木  １年視力検査  

18 金  
6 年運動会前日準備  

１～5 年 5 校時日課  

19 土  運動会  （お弁当持参） 

20 日   

21 月  運動会振替休業日  

22 火  即位の礼  

23 水  ５校時日課  

24 木  運動会予備日（お弁当持参） 

25 金  修学旅行説明会（6 年）⑥ 

26 土  〔6 年瀬田中学校部活見学日〕 

27 日  〔6 年瀬田中学校部活見学日〕 

28 月  
５校時日課  ４年理解教育  

学校集金振替日  

29 火  0 

30 水  
５年校外学習－鈴鹿方面  

６年弁護士出前授業  

31 木   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実りの秋にするために 
 

 朝夕は秋の涼しさを感じる過ごしや

すい季節となってきました。  

学校では、10 月 19 日の運動会に向け

本格的な練習がスタートしています。毎

年の風物詩とは言え、子どもたちが一生

懸命運動に取り組む姿を目にしている

と、個々の子どもたちの伸びしろの大き

さに感動する場面に出会います。運動の

得意な子も苦手な子も、時には練習をつ

らく感じることがあるかと思いますが、

運動能力の向上はもとより、様々な練習

場面を通して忍耐力や団結心、思いやり

や協調性などを培ってほしいと願って

います。  

下に示した図は２学期の始業式の際

に映し出したスライドです。  

 
 学期の始まりにあたり、今学期は「み

んなで合わせる」を意識してがんばろう

と話しました。「みんなに」ではなく、

「みんなで」です。２学期は、運動会を

はじめ校外学習や宿泊を伴う学習があ

り、個々の「心」や「気持ち」、「動き」

や「呼吸」、「考え」や「意見」をみん

なで合わせて行動しなければならない

場面がたくさんあります。そのことを意

識し、実感しながら学習に臨むことで、

実りの大きな秋の学習を進めていける

ものと考えています。  

 保護者の皆様も、このような考えを共

有していただき、各行事の本番に至るま

での過程についても関心をお持ちいた

だき、時にはお子様への励ましをお願い

します。  

 

 

 

 

 

 

【学校教育目標】  やさしく  かしこく たくましく  力一杯生きぬく 児童の育成  

 大津市立瀬田南小学校  

 学校便り  １０月号  

 児童数  ７７２名  
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14 日（土）、大津市教育

委員会主催の「大津っこ未来会

議」が市役所を会場に開催され

ました。当日は、市内全小学校

37 校の児童会代表が一同に会

し、各校で取り組んでいるいじ

めの未然防止活動を紹介し合い

ました。  

本校からは、５年生の三井善 

道さんと大住栞璃さん、６年生

の時田開仁さんと左谷瞳子さ

んの 4名が代表して参加してく

れました。  

 会場では、左の資料を大きく

拡大したものを提示しながら、

４人が瀬田南小名物「きぼしん

戦隊学校守るんジャー」の衣装

をまとい、アピール度満点で発

表してくれました。  

 引き続き子どもたちの自主的

な活動を引き出し、自分たちの

力で「希望心」（きぼしん）い

っぱいの学校にしていってほし

いと思います。  

第 1 回大津っこ未来会議～児童会サミット～ 

人権の花とどけ隊（た～い） ～環境委員会＆M-GKB～ 
 

 環境委員会と M-GKB（南学校改善ボランティア）のコ

ラボ企画として、１学期から「人権の花運動」に取り組

んでいます。この取組は、滋賀県人権啓発ネットワーク

協議会（大津法務局や大津人権擁護推進委員会等が構

成）からの依頼を受けたものです。  

 異常気象のせいか発芽が遅れ、子どもたちが花の世話

をする活動が十分できませんでした。けれども、１学期

に苗をプランタに植え替える作業は子どもたちの手で

行い、夏休み中は用務員さんの手をかり、何とか遅れば

せながら花が咲きました。そこで、上の写真のように各

プランタに一人一人のメッセージをそえ、市民センター

やみなみっこ広場、建部大社や児童クラブなどへリヤカ

ーで運び、花を届けました。  

 


